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　みんなが幸せで、住み続けたいまち浪速区をめざして、1人ひとりが犯罪被害にあわないよう心がけましょう 6633-1234問合 浪速警察署

で住みやすいまちづくり 安全・安心で住みやすく、安心して子育てができ
るまちづくりをめざします

令和6年11月に、自転車のながら運転や酒気帯び運転が厳罰化され罰則が設けられました。
運転者だけでなく、同乗者や自転車を貸した人も取締りの対象となります。

● 自転車の安全運転を心がけましょう‼

●特殊詐欺などの情報や子ども、女性被害情報などの防犯
情報を発信する安まちメールをアプリで受け取れます。 

●防犯マップで地域の犯罪などを確認できます。 
●痴漢撃退・防犯ブザー機能を活用して近くの人に危険を
知らせたり、アプリから110番通報が行えます。 

「こども110番の家」事業は、地域の
こどもは地域で守り、こどもたちが安
心して暮らせる環境を確保するため
に、地域の協力家庭や店舗・事業所が
「こども110番の家」プレートなどを
掲げ、こどもたちがトラブルに巻き込ま
れそうになったときに駆け込み、助けを求めることにより、こども
たちを犯罪から守り、被害を最小限に止めようとするものです。 
浪速区役所では、この運動の趣旨にご賛同いただ
けるご家庭や店舗などを募集しています。 
くわしくは区役所担当までお問い合わせください。 
また、行政オンラインシステムでもご登録いただけ
ますので、ご利用ください。 

SNS型投資・ロマンス詐欺は、「人」を信用させることに乗
じて、比較的中長期間で金銭などをだましとります。 

● SNS型投資・ロマンス詐欺に注意！！ 

こ ど も 1 1 0 番 の 家

NTTでは、70歳以上の方などのナンバーディスプレイ（相手
の番号を表示する）、ナンバーリクエスト（非通知の電話を拒
否する）の月額利用料と工事費を無料にする取り組みを進め
ています。詳しくはNTTのホームページをご確認ください。

ナンバーディスプレイ・ナンバーリクエスト（NTT）の申し込み 

携帯電話にも特殊詐欺の電話がかかってくることが多くなりました。
国際電話、衛星電話などからの電話、各都道府県警察を騙る電話などには
注意してください。また、防犯アプリをインストールしましょう。 

携帯電話も注意！

海外居住者を名乗る者が、SNSで「すてきな写真です
ね」「日本に興味があります」と突然メッセージを送ってき
て、連絡を取り合って親密になった後にお金を要求する 

SNSで知り合い、特定のURLに振り込むと金
が増えるとそそのかしてお金を要求する 

感想を投稿するだけで簡単にお金儲けができ
るとそそのかして登録料などを要求する 

❶一人で遊びません
❷知らない人について行きません 
❸つれて行かれそうになったら大声をだしてたすけ
をもとめ、「こども110番の家」へにげこみます

❹だれとどこで遊ぶか、いつ帰るかを家の人に言って
から出かけます

❺お友だちがつれて行かれそうになったら、すぐに
大人の人に知らせます 

安まちアプリの
登録はこちら 

浪速警察署の
ホームページはこちら

ご登録は
こちらから

安まちアプリ
の登録を

お願いします‼

へのご協力をお願いします。 

 知っていますか？ 5 つ の 約 束
家庭で心がけ、こどもたちに伝えましょう！！

6647-9743市民協働課（教育・学習支援）区問合 6633-8270

FacebookやInstagramなどの
SNSで連絡してきて、暗号資産や株
投資を持ちかけてお金を要求する 

詳しくは
こちら

●海外居住者はもちろんのこと、会ったことのない相手からの突
然のメッセージには注意し、投資などのお金を要求する話には決
して応じないでください。

●口座の振込限度額を下げましょう。 

●自転車利用時のヘルメット着用が努力義務化されました。
自分の身を守るためにも、ヘルメットをかぶりましょう。 

●令和8年4月1日より、自転車運転の違反に青切符が導入
されます。

●自転車の通行場所は、原則車道
です。

●夜間は必ずヘッドライトを点灯
し、明るい服の着用や反射材を
活用しましょう。 


